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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年８月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（灯標） 

発生日時 平成２６年１月２５日 ２３時４５分ごろ 

発生場所 京浜港東京区の東京西航路（東京西航路第６号灯標） 

 （概位 北緯３５°３４.８′ 東経１３９°４８.１′） 

事故調査の経過  平成２６年３月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 第八日
にっ

祥
しょう

丸、３６５トン 

１２９４０４、田口汽船株式会社 

 ５９.５０ｍ×９.８０ｍ×５.３０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、昭和６２年２月８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成７年８月８日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年２月８日 

  免状有効期間満了日 平成２７年８月７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 右舷ボートデッキハンドレールに曲損、右舷後部外板に擦過傷 

灯標 上部構造物に曲損 

 事故の経過  本船は、船長ほか６人が乗り組み、マスト灯２個、両舷灯及び船尾

灯を表示し、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、中ノ瀬航路

を出て、京浜港東京区の東京西航路に向ける針路に変え、対地速力約

１０～１１ノットで航行した。 

単独で船橋当直中の船長は、東京西航路第６号灯標（以下「東京西

航路」を冠する灯標については、これを省略する。）及びその後方の

第８号灯標を右舷船首方に認め、第６号灯標の左方を通過する針路に

設定して自動操舵に切り換え、北西進した。 

船長は、周囲に船舶がいないことを確認した後、位置通報（ＢＮ）

ライン付近を通過したので、操舵室左舷後部に備え付けられたＶＨＦ

無線電話で船尾方を向いてとうきょうポートラジオに本船の位置や到

着予定時刻などの通報を始めており、本船が、南西の風を受けながら

北西進していた。 
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 船長は、とうきょうポートラジオから入港船などの情報を受けて通

話を終え、船首方を振り返ったとき、正船首方に第６号灯標の灯光を

視認して急いで手動操舵に切り換え、左舵一杯を取ったが、平成２６

年１月２５日２３時４５分ごろ本船右舷側ボートデッキのハンドレー

ルが第６号灯標に衝突した。 

 船長は、海上保安庁に通報した後、本船を京浜港東京第２区の芝浦

専用物揚場バースに着けた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南西、風速 約１４.０m/s 、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

 東京都大田区では、１月２５日１６時１９分に発表された強風波浪

注意報が、本事故当時も継続中であった。 

 その他の事項 

 

 本船の喫水は、船首約３.３ｍ、船尾約３.５ｍであった。 

 第６号灯標は、レーダー反射器付きであり、灯高が約８.２ｍであ

った。 

 船長は、本事故当日、ラジオで強風注意報の情報を得ていたが、い

つものように東京羽田国際空港Ｄ滑走路東方灯標と第１号灯標の間を

通過し、第８号灯標及び第６号灯標を右舷船首方に認めて航行した。 

 船長は、本事故前、とうきょうポートラジオに通報するまでの間に

レーダーを見たが、船首方に第６号灯標を見るまで、圧流されている

ことに気付かなかった。  

 船長は、レーダーを１.５海里レンジで使用していた。 

本船は、東京と三宅島、御蔵島などに週約３回生活物資などを運ん

でいた。 

船長は、内航船等の乗船経験が約４７年間あり、約２年前から本船

の所有会社が所有する他の３隻に船長の交代要員として乗り組んでお

り、Ａ船には平成２６年１月１日に乗船した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、強風波浪注意報が発表されている状況下、京浜港の東京西

航路を北西進中、船長が、周囲に船舶がいないことを確認した後、操

舵室後部に備え付けられたＶＨＦ無線電話で船尾方を向いて通話を行

っていたことから、通話を終えたとき、船首方の第６号灯標に接近し

ていることに気付き、左舵を一杯に取ったが、第６号灯標に衝突した

ものと考えられる。 

本船は、第６号灯標の左方を通過する針路で航行中、第６号灯標に

衝突したことから、南西風に圧流されたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、強風波浪注意報が発表されている状況

下、京浜港の東京西航路を北西進中、船長が、周囲に船舶がいないこ
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とを確認した後、操舵室後部に備え付けられたＶＨＦ無線電話で船尾

方を向いて通話を行っていたため、通話を終えたとき、船首方の第６

号灯標に接近していることに気付き、左舵を一杯に取ったが、第６号

灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・単独で船橋当直中、ＶＨＦで通話を行うときでも、周囲の見張り

を厳重に行うこと。 

・航行する航路で風の影響が予想される場合には、適切に船位を確

認すること。 

 


